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現状の水害リスク情報や取組状況の共有 



○現状の水害リスク情報や取組状況の共有 

①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項  目 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

想定される浸

水 リ ス ク 、 土

砂災害リスク

情報の周知 

現状 

想定される主な水害は「土
砂災害」。 
土砂災害の発生が懸念さ
れる区域は、山梨県が指定
した「土砂災害警戒区域」を
基に「土砂災害ハザードマ
ップ」を作成し、公表してい
る。 

想定される主な水害は
「土砂災害」「河川氾濫」。 
土砂災害の発生が懸念さ
れる区域は、山梨県が指
定した「土砂災害警戒区
域」を基に「土砂災害ハザ
ードマップ」を作成し、公
表している。 

国土交通省が定める洪水浸
水想定区域を公表する河川
や水位周知河川が市内にな
いため、特に周知していな
い。 

浸水害については洪
水浸水想定区域が市
内にないため、特に周
知していないが、土砂
災害警戒区域等につ
いては、土砂災害ハ
ザードマップにより公
表している。 

多摩川の最上流域であ
り、浸水は想定していな
い。 
ただし、土砂災害の発生
が懸念される地域である
ため、土砂災害ハザード
マップにより危険箇所の
公表を行っている。 

 土砂災害ハザードマップを
作成し、ホームページ、全戸
配布等で公表している。 
 

想定される主な水害は
「土砂災害」「河川氾濫」 
土砂災害の発生が懸念さ
れる区域は、「西桂町土
砂災害ハザードマップ」を
作成し、公表している。 

課題 

上流地域であるため過去
の水害実績があまりないた
め浸水リスクに対する情報
が少ない。 
 

河川氾濫区域の把握。 
 

洪水浸水想定区域を公表す
る河川や水位周知河川以外
の河川の状況が不明。 

水位周知河川以外の
河川に対する浸水リ
スクの周知をするとな
れば、どの河川を対
象にするのか、また、
実態としてリスクがあ
るのか調査等実施す
る必要がある。 

山間地であるため、逃げ
場がない。 
 

 土砂災害ハザードマップは
平成 24 年度に作成はしてあ
るが、土砂災害対策が実施
されている地域もあることか
ら、見直し・更新を行う必要
がある。 
 

洪水予報又は水位周知
河川に指定されている河
川はなく、指定外の中小
河川に対する浸水リスク
について、過去に大規模
な水害実績もないため把
握できていない。 

洪水時におけ

る河川水位等

の情報提供等

の内容 

 

現状 

山梨県雨量・水位情報シス
テムでの確認と「雨量・水
位・土砂災害警戒情報等確
認表」や、ＣＡＴＶ富士五湖
の河川水位状況による桂
川、宮川の水位情報等を収
集し、必要に応じて注意喚
起等を行う。 

県の河川管理者からの情
報をもとに、水位が上昇
し、注意が必要な場合に
注意喚起等を行い、更に
上昇した場合には避難情
報等を発令する。 

山梨県雨量・水位情報システ
ムにより、管理している「葛野
川畑倉」「桂川強瀬」「笹子川
花咲」の3つの水位局のみ富
士・東部建設事務所からの
「雨量・水位・土砂災害警戒
情報等確認表」（FAX）によ
り、情報を受けている。 

山梨県雨量・水位情報
システムでの確認と
「雨量・水位・土砂災害
警戒情報等確認表」に
より情報収集し、必要
に応じて注意喚起等
を行う。 

想定していない。  山梨県雨量・水位情報シス
テムでの確認と「雨量・水位・
土砂災害警戒情報等確認
表」により情報収集し、必要
に応じて注意喚起・水防団
のパトロールを行う。 

監視カメラによる巡視及
び職員や消防団のパトロ
ールにより情報把握。 

課題 

洪水浸水想定区域がない
ため、周知対象地域が明
確になっていない。 

監視カメラ等がないた
め、的確な情報が把握
できない。 

上記以外では、状況が把握
できていない。 

洪水浸水想定区域が
ないため、周知対象
地域が明確になって
いない。 

特になし  特になし 特になし 

避難勧告等の

発令 

現状 

【水害】【土砂災害】 
・「大雨警報」が発表され
「記録的短時間大雨情報」
または「土砂災害警戒情
報」が発表された場合。 

【水害】 
・水位情報、今後の気象
予測、河川巡視者からの
報告等を含めて総合的に
判断して発令する。 
【土砂災害】 
・土砂災害警戒情報や今
後の気象予測、土砂災害
危険個所の巡視者等から
の報告を含めて総合的に
判断して発令する。 
※いずれも避難勧告等の
発令基準（マニュアル）に
基づき発令する。 

【水害】 
・大月市地域防災計画では
「近隣での浸水が拡大した場
合」に避難勧告としている。 
【土砂災害】 
・大月市地域防災計画では
「近隣で前兆現象（渓流付近
で斜面崩壊、斜面のはらみ、
擁壁・道路等にクラック発生）
の発見された場合」に避難勧
告としている。 
・山梨県土砂災害警戒情報シ
ステムの土砂災害危険度予
測が「レベル 2」になり、現況
値が基準値に近づいたとき。

【水害】 
・桂川、鶴川又は秋
山川の水位が氾濫注
意水位、警戒水位に
迫っているとき又は
超えたときに避難情
報を発令する。 
【土砂災害】 
・土砂災害警戒情報
や今後の気象予測、
土砂災害危険所の巡
視者等からの情報を
含めて総合的に判断
して発令する。 

【水害】 
・破堤につながるような漏
水等を確認した場合。 
【土砂災害】 
・土砂災害警戒情報が発
表された場合。 
・近隣市町村において前
兆現象（斜面の亀裂、は
らみ、擁壁、道路等にクラ
ック発生等）が発見された
場合。 

【土砂災害】 
・大雨警報（土砂災害）
が発表され、かつ、土
砂災害警戒メッシュ情
報の予測値で土砂災
害警戒情報の判定基
準を超過し、さらに降
雨が継続する見込み
である場合。 
・大雨警報（土砂災害）
が発表されている状況
で、記録的短時間大雨
情報が発表された場
合。 

【水害】 
・連続雨量 100mm を超える
場合。 
・河川の水位、気象状況によ
り浸水被害が発生するおそ
れのある場合。 
・大雨警報(土砂災害)、土砂
災害警戒情報が発令された
場合。 

【水害】 
・気象情報や河川巡視を
鑑み総合的に判断 
【土砂災害】 
・土砂災害警戒情報発令 
・警報発令 
・前兆現象 
・１時間雨量 50ｍｍ 

課題 

・高齢者が多く生活してい
るため、避難準備・高齢者
等避難開始を早めに発令
するなどの対応をする必要
がある。 
・高齢者等に対して「防災
行政無線以外での情報入
手手段」についての、さらな
る啓蒙が必要 

・河川により、観測所がな
い場合があり、避難勧告
等の基準が定められない
地域がある。 

・現状では、住民からの通報
がなければ状況を把握する
ことが困難である。 

・発令対象が住家の
床上浸水、半壊又は
全壊が発生する恐れ
がある区域となってい
るが、具体的な区域
がない。 

・対象地域においては、
高齢者が多く生活してい
るため、避難準備・高齢
者等避難開始を早めに発
令するなどの対応をする
必要がある。 

特になし。 ・要配慮者に対して、早期
に避難準備・高齢者等避難
開始を発令する必要があ
る。 
避難勧告の発令に関して
は、災害対策本部で協議を
行い、決定しているが、対
応の遅延・発令基準の明確
化に課題がある。 

・水害における避難勧告
等を発令する際の明確な
基準が必要。 
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①情報伝達、避難計画等に関する事項 

忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 現状・課題 

想定される水害は「土砂
災害」「河川氾濫」「液状
化」。 
土砂災害については、ハ
ザードマップを作成し、公
表している。 
液状化については、忍草
地区の一部において発生
が懸念される。 

想定される主な水
害は「土砂災害」。 
土砂災害の発生が
懸念される区域は、
「山中湖村土砂災害
ハザードマップ」を
作成し、公表してい
る。 

想定される主な水害は「土砂
災害」。 
土砂災害の発生が懸念され
る区域は、山梨県が指定した
「土砂災害警戒区域」を基に
「土砂災害ハザードマップ」を
作成し、公表している。 

想定される主な水害は
「土砂災害」。 
土砂災害の発生が懸
念される区域は、山梨
県が指定した「土砂災
害警戒区域」を基に「土
砂災害ハザードマップ」
を作成し、公表してい
る。 

想定される主な水害
は「土砂災害」。 
土砂災害ハザードマ
ップを作成しており、
公表している。地区
の土砂災害警戒区
域、特別警戒区域を
指定している。 

想定される主な水害
は「土砂災害」。 
土砂災害ハザードマ
ップを作成しており、
公表している。地区
の土砂災害警戒区
域、特別警戒区域を
指定している。 

土 砂 災 害 警 戒 区
域・特別警戒区域
図、総合土砂管理
計画を作成し公表
するなど、市町村が
作成するハザードマ
ップの作成支援を
行っている。 

 ○相模川・多摩川において、洪水予報又は水位周知河
川に指定されている河川はない。 
 
○山間部であるため、想定される主な災害は「土砂災
害」であり、土砂災害の発生が懸念される区域は、山梨
県が指定した「土砂災害警戒区域」を基に自治体ごとに
「土砂災害ハザードマップ」を作成し、ホームページ等で
公表している。 

台風・大雨などの急な増
水に対して川幅や土手の
かさ上げなどが必要であ
る。 

土砂災害ハザード
マップの経年変化
による更新の必要
性を検討する必要
がある。 

パンフレットを全戸配布など
周知を図ったが、認知度は低
いため、今後も啓発活動を継
続する必要がある。 

特になし 山間地であるため、
逃げ場がない。 

山間地であるため、
逃げ場がない。 

浸水リスクに対して
の情報が不足して
いる。 

 ●過去に大規模な水害実績がなく、洪水浸水想
定区域を公表する河川もないため、浸水リスク
が把握できていないことが課題である。 

A 

●「土砂災害ハザードマップ」により、危険箇所
の公表を行っているが、山間地であるため逃げ
場がない。今後も土砂動態の把握や対策に努め
る必要がある。 

B 

気象庁等の洪水予報等に
より情報収集を行ってい
る。また、建設課や消防団
のパトロールにより現状を
把握している。 

気象庁等の洪水予
報等により情報収
集を行っている。 
また、総務課、生活
産業課のパトロー
ルにより現状を把
握している。 

河川はないが、水路があり大
雨時などの際はパトロールを
行い、状況把握に努めてい
る。 

山梨県の雨量・水位情
報システム により湖
（河口湖、西湖、精進
湖、本栖湖）の水位を
確認している。 

大雨時などの際は職
員や消防団でパトロ
ールを行い、状況把
握に努めている。 

大雨などの際は職員
が消防団でパトロー
ルを行い、状況把握
に努めている。 

河川水位が通報水
位以上（水防団待
機水位、氾濫注意
水位、計画高水位）
に達した際は市町
村へ連絡することと
している。 

 ○河川管理者と気象庁が共同で行う洪水予報の発表や
県の雨量・水位情報システム、土砂災害警戒情報を参
考に、情報収集を行い、必要に応じて住民へ注意喚起
等を行っている。 

監視カメラ等で把握した
い。監視活動する職員・消
防団員の安全確保が課題
である。 

洪水浸水想定区域
がないため、周知
対象地域が明確に
なっていない。 

台風などの災害時にパトロー
ルを行うことは職員の安全を
確保できない場合もあるの
で、監視カメラ等の設備の導
入を検討する。 

幅広く周知するため、
CATV のデータ放送な
どの活用を検討する必
要がある。 

監視カメラ等がない
ため、的確な情報が
把握できない。 

監視カメラ等がない
ため、的確な情報が
把握できない。 

河川水位を提供で
きる河川が少ない。

 ●洪水浸水想定区域がないこと。また、水位計
や監視カメラ等が設置された河川が少ないた
め、正確な情報が把握できず、的確な情報提供
を行えない。 

C 

【水害】【土砂災害】  
・異常気象時の避難勧告
等の判断基準を作成して
早めの対応をしている。 
・1 時間雨量 40 ㎜以上 
・土壌雨量指数 137 
・警報発令 
・土砂災害警戒情報発令 
・台風など事前情報を考慮
する（強い降雨を伴う台風
が夜間から明け方に接
近・通過が予想される場
合） 
・担当者や地域の人から
の情報提供により発令が
妥当と認めた場合。 

【水害】【土砂災害】 
・過去の被害時雨
量に達した場合。 
・近隣で浸水が拡大
した場合。 
・土砂災害警戒情報
や 今 後 の 気 象 予
報、災害の前兆な
どを総合的に判断。 

【水害】 
・過去の被害時雨量に達した
場合。 
・特別警報が発表された場合。 
【土砂災害】 
・近隣で前兆現象（斜面崩壊、
斜面のはらみ、擁壁や道路等
にクラックが発生）が発見され
た場合。 
・近隣で土砂災害が発生した場
合。 
・降雨指標値が、一定時間後に
「土砂災害発生の目安となる
線」に到達すると予測される場
合。 
・土砂災害警戒情報が発表さ
れた場合。 
・特別警報が発表された場合。 

【水害】【土砂災害】 
・土砂災害ハザードマ
ップをもとに気象情報、
雨量、土砂災害警戒情
報等を加味して発令。 

【水害】【土砂災害】 
・近隣で土砂災害の
前兆現象が発見され
た場合。 
・当日の連続雨量が
100mm を超えた場合
や時間雨量が 30ｍ
ｍを超えた場合。 
・土砂災害警戒情報
が発表された場合。 

【水害】【土砂災害】 
・「大雨警報」「土砂
災害警戒情報」が発
表された場合 
・高齢者が多く生活し
ているため避難準備
情報等は早めに発
令し、可能な限り電
話等で個別連絡を行
っている。 

土砂災害警戒情報
を発表し、市町村長
の避難勧告等の発
令の判断の目安に
できるよう情報提供
している。 

 ○避難勧告等の発令に関する内容を地域防災計画に
記載し、その内容に基づき発令している。 
 
○気象庁が行う大雨警報などの気象警報や県と気象庁
が共同で行う土砂災害警戒情報、県の雨量・水位情報
システムを参考に、避難勧告等の発令を行っている。 
 
○土砂災害危険地域などの対象地域には、高齢者が多
く生活している。 

予測を立て、避難準備・高
齢者等避難開始を早めに
発令するなどの対応をす
る必要がある。 

別荘地等における
状況把握が困難で
ある。 

国が策定している避難勧告等
の判断・伝達マニュアル作成
ガイドラインを参考に村のマ
ニュアルを作成し、発令の基
準を整備する必要がある。 

特になし 高齢者が多く生活し
ているため避難準
備・高齢者等避難開
始を早めに発令する
などの対応をする必
要がある。 

高齢化率が高いため
避難準備・高齢者等
避難開始を早めに発
令する、早めの連絡
をするなどの対応を
とる必要がある。 

洪水に対して避難
判断情報の提供が
不足している。 

 ●自治体によっては、避難勧告等の発令に関す
る具体的な数値基準、対象区域が決まっていな
い。 

D 

●水位情報や土砂災害の前兆現象等の状況を把
握する手段が確立できていない。 E 

●要配慮者、高齢者のための避難準備、避難勧
告の体制が確立できていない。 F 
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①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項  目 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

避難場所・避

難経路 

現状 

・HP より避難所・避難場
所を周知。 
・土砂災害ハザードマップ
より周知。 
・防災マップより周知。 

・HP・広報により避難所・
避難場所を周知。 
・土砂災害ハザードマップ
より周知。 
（平成 25 年 3 月作成） 

・HP・広報により、避難所・
避難場所を周知。 
・土砂災害ハザードマップよ
り周知。 
（平成 25 年 3 月各戸配布）
・毎年、市政協力委委員長
宛に避難所・避難場所一覧
を送付している。 

・HP・広報により、避難所・避
難場所を周知。 
・土砂災害ハザードマップより
周知。 

・甲州市地域防災計画
により周知。 
・土砂災害ハザードマ
ップより周知。 

・土砂災害等ハザード
マップより周知。 
・HPで避難所、避難場
所を周知。 

・HP より避難所・避難場所を周
知。 
・広報により年２～３回程度防災
特集を組んでいる。 

・HP で避難所・避難場
所を周知。 
・年１回、地図を全戸配
布。 

課題 

一部の指定緊急避難場
所が急傾斜地の崩壊警
戒区域に含まれている。 

・全住民へ避難場所、避
難経路の周知ができてい
ない。 
・一部の指定避難所が土
砂災害警戒区域内に含ま
れている。 

・全住民へ避難場所の周
知ができていない。 
・避難経路の周知ができ
ていない。 

避難経路については、居住地
毎に経路が異なるため、周知
できていない。 

対象地域では、避難
地、避難所ともに土砂
災害警戒区域内では
あるが、他に代替施設
がないため、検討する
必要がある。 

特になし 一部の指定避難所が土砂災害
警戒区域内に含まれている。 

・毎年、全戸配布してい
るものの認知度が低
い。 
・避難経路が確立され
ていない。 

住民等への情

報伝達の体制

や方法 

現状 

防災行政無線、広報車、
市ホームページ、携帯電
話会社のエリアメール、Ｌ
アラート、ヤフージャパ
ン、サイレン又は警鐘。 

・防災行政無線、防災つ
るメール。 
・緊急速報「エリアメール」
による情報提供。 
・「都留市防災ツイッター」
を開始。 

・大月市防災安全メールに
よる情報提供。 
・緊急速報「エリアメール」
による情報提供。 
・防災行政無線を市内１８８
箇所に設置。 
・HP による情報提供。 
・FB による情報提供。 
・また、防災行政無線の情
報配信サービスを活用し、
放送・メール・FAX・HP への
書き込み等を一括処理でき
るようになっている。 

基本的に防災行政無線、音
声告知端末、登録制メール、
HP で行い、必要に応じ、L ア
ラートや緊急速報メールで配
信する。 

広報紙、緊急速報メー
ル、防災行政無線、Ｃ
ＡＴＶ、防災関係資料
の作成・配付、インタ
ーネット配信、ＳＮＳを
利用した防災・気象情
報の配信。 

・広報紙、防災行政無
線、防災関係資料の
作成・配布、町ホーム
ページより防災・気象
情報の配信。 
・土砂災害等ハザード
マップ、災害対策ガイ
ド＆マップの作成・公
表。 

テレビ、ラジオ、防災行政無線、
テレビ電話、広報車、広報紙、災
害時用ホームページ、Twitter 公
式アカウント。 

防災行政無線、安心安
全メール、広報車、緊
急速報エリアメール。 

課題 

防災行政無線の難聴地
域に対しては戸別受信機
の設置や子局の増設な
どを行う必要がある。 

防 災 無 線 は 大 雨 の 場
合、聞こえにくいため、
避 難 情 報 が 伝 わ ら な
い。 

・防災行政無線子局スピ
ーカから聞き取りづらい箇
所がある。 
・戸別受信機の設置のル
ールづくりができていな
い。 

・ツールが多様化しており、情
報発信に時間がかかるケー
スがある。 
・防災行政無線のデジタル化
に伴い、それぞれの媒体と接
続し連動すること。 

高齢者や災害弱者な
どの情報を聞き取りづ
らい住民のへの周知
方法。 

特になし ・防災行政無線の難聴地域に対し
ては戸別受信機の設置や子局の
増設などを行う必要がある。 
・交通、災害情報をメールや SNS
を活用し、発信しているが情報伝
達ツールの多様化・複雑化により
発信に遅れがでるケースがある。
また、高齢者など情報を手に入れ
づらい方への周知方法を検討する
必要がある。 

雨量情報、水位情報を
CATV で公開するな
ど、情報を可視化し周
知する方法を検討する
必要がある。 

避難誘導体制 

現状 

・避難の誘導は、市職
員、警察官、消防団員、
自主防災組織等が連携
し、実施する。 
・要配慮者を適切に誘導
するため、地域住民等の
協力を得ながら平常時よ
り避難誘導体制の整備に
努めている。 
・既設の電柱への避難所
案内看板の設置。 

・防災行政無線や市広報
車により、避難誘導して
いる。 
・消防（水防）団員、自主
防災組織等が連携し、実
施する。 
・避難所等で土砂災害が
想定される場合、その場
所の避難所を開設せず、
最寄りの水害がない安全
な避難所に避難をさせて
いる。 

・防災行政無線により、避
難誘導している。 
・対象地区の市政協力委
員長へ電話連絡してい
る。 
・福祉課へ情報提供してい
る。 

・防災行政無線等を利用し、
避難情報を発令する。該当す
る自主防災会（区長）に予め
連絡し、協力を依頼する。 
・総合防災情報システムなど
の気象情報により、避難の準
備、勧告、指示を判断し伝達
する。その際、自主防災会長
に一報入れながら無線放送
をする。時刻は地域・地勢を
考え、先ずは自治会に避難
所開設を促すとともに、市の
直行職員が対応に当たる。 

・避難の誘導は、市職
員、警察官、消防（水
防）団員、自主防災組
織等が連携し、実施す
る。 
・健常者に先駆けて、
要援護者を優先的に
避難させる。 

対象家屋が２軒なた
め、自主避難を基本と
するが、消防団員にお
いて避難誘導を行う。 

住民が安全、迅速に避難するた
め、自主防災会（自治会）単位であ
らかじめ設定した集合地に集まり
安否確認を行い、指定された避難
所へ避難するものとする。村は、
要所に誘導員として消防部等を配
置し、また夜間時には投光機を設
置するなど、迅速かつ安全に避難
できるよう措置する。特に、乳幼
児、高齢者、障害者、外国人等の
災害時要援護者等の避難に当た
っては、避難の順位を優先させる
等の配慮をする。 

・防災行政無線や広報
車にて避難誘導。 
・避難は基本的には自
主避難。 
・要支援者は、民生委
員や消防団と連携し優
先的に避難。 

課題 

・要配慮者宅の事前の把
握 
・誘導人員との連絡手段
（無線機）等の整備 
・各自治会等における要
配慮者支援体制の整備
が不十分 
・海外からの観光客に対
する体制の不備。 

・全住民に周知できてい
ない。 
・避難所等で土砂災害が
想定される場合は、定め
られた避難所ではなくな
るため、避難先の混乱を
きたす場合がある。 

 

放送を聞いただけでは、
避難を要するのかの判断
が難しい。自主防災組織
や消防団が中心となり、避
難誘導することが必要とな
る。 

 

有事の際に住民自らが避難
誘導できるよう避難経路等を
確認させる必要がある。 

 

・市役所庁舎から、離
れている地域のため、
有事の際には地域住
民の方が中心に誘導
していただかざるを得
ない状況。 
・上記の対応がどの程
度実施できるのか不
明。 

特になし 消防団、民生委員、自主防災
会が避難誘導を行うことになる
が、要援護者への対応方法な
ど連携体制に課題がある。 

 

要支援者避難などの連
携体制。 
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①情報伝達、避難計画等に関する事項 

忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 現状・課題 

・土砂災害ハザード
マップを作成して周
知。 
・HP で避難所・避難
場所を周知。 

HP、広報誌等により
避難所・避難場所を
周知。 

村広報誌、HP より避難
所・避難場所を周知。 

HP や紙媒体で配
布している土砂災
害ハザードマップ、
地域防災計画によ
り周知。 

・土砂災害ハザード
マップより周知。 
・毎年の防災訓練で
確認している。 

土砂災害ハザ
ードマップによ
り周知 

土砂災害警戒区域・特別
警戒区域図を作成し公表
するなど、市町村が作成
するハザードマップの作
成支援を行っている。 

 ○避難場所として公共施設等を指定し、土砂災害ハザー
ドマップ等に記載、ホームページ等で周知している。 

避難所の運営。 指定避難所でも土砂
災害警戒区域に指定
されているところがあ
る。 

災害種別ごとの避難所
の公表及び周知に努め
る。 

特になし 指定避難所でも土砂
災害警戒区域に指定
されているところがあ
る。 

指定避難所でも
土砂災害警戒
区域にかかって
い る 箇所が あ
る。 

避難判断のための情報
が不足している。 

 ●山間地に位置する自治体が多く、自治体内で安
全に避難できる避難場所、避難経路を確保するこ
とが困難であるため、広域避難（他市への避難）を
含めた見直しが必要である。 

G 

●避難場所、避難経路等の情報が住民に十分に
周知、認知されていない。 H 

・防災行政無線、TV
データ放送(L アラー
ト)、緊急速報メール
など。 
・現在、区会や自治
会にお願いして電話
連絡網の整備を進め
ている。 

防災行政無線、TV、
ラジオデータ放送(L
アラート)、緊急速報
エリアメール、広報
車。 

防災行政無線、TV、ラ
ジオデータ放送(L アラ
ート)、緊急速報エリアメ
ール、広報車。 

防災行政無線、富
士河口湖町安心安
全 メ ー ル 、
Facebook 公式アカ
ウント、J アラート。 

広報紙、防災行政無
線、村広報車、防災
関係資料の作成、防
災 ・ 気 象 情 報 の 配
信。 

広報誌、防災行
政無線など。 

・土砂災害警戒情報は、
報道機関、市町村等を通
じて伝達している。 
・総合河川情報システム
（ＨＰ）により雨量、水位、
洪水予報等の情報を提
供している。 
・ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ
放送により雨量、水位等
の情報を提供している。 

・気象情報等を、自
治体や報道機関を
通じて住民等へ伝
達している。 
・気象台（気象庁）ホ
ームページによる情
報提供。 

○雨量、水位等の情報をホームページ、SNS、NHK・
CATV のデータ放送、防災行政無線、防災メールなどによ
り伝達している。 

住民が情報をつかみ
に来られるような情
報伝達手段の整備が
必要。 

観光客、別荘地への
来村者に情報が行き
届いているか把握が
困難である。 

災害時には情報を取得
できるよう住民に上記
の配信方法を周知す
る。 

防災無線が聞き取
りにくい場所があ
るため、CATVでの
受信や情報の可視
化、多言語化が課
題。 

高齢者や災害弱者な
どの情報を聞き取り
づらい住民のへの周
知方法。 

高齢者や災害
弱者などの情報
を聞き取りづら
い住民のへの
周知方法。 

ホームページ、SNS 等の
情報は、高齢者等要配慮
者など一部の住民には
伝わらないことが懸念さ
れる。また、自ら住民が
防災情報を取得出来る
手段が少ない。 

防災気象情報の入
手方法の周知や理
解促進。 

●ホームページ、SNS 等の情報は、高齢者等要
配慮者など一部の住民、観光客には伝わらないこ
とが懸念される。また、自ら住民が防災情報を取
得出来る手段が少ない。 

I 

●高齢者等、要配慮者の主要な情報収集ツール
である防災行政無線が聞き取りづらい地域が存
在し、防災情報を認識できない恐れがある。 

J 

誘導員を配置し、地
域住民が迅速かつ安
全に避難できるよう
措置する。 

・避難所を指定済み。 
・防災訓練において
避難所開設・運営訓
練を実施。 
・要配慮者を適切に
誘導するため、地域
住民等の協力を得な
がら平常時より避難
誘導体制の整備に努
める。 

村は、要所に誘導員
（消防団員）を配置し、
また夜間時には投光器
を設置するなど、地域
住民が迅速かつ安全に
避難できるよう措置す
る。特に、障害者や高
齢者等の要配慮者につ
いては、自主防災組織
等の中からあらかじめ
定めた複数の支援員に
よって介助等の適切な
措置をとり、速やかな
避難誘導を行う。 

消防団、自主防災
組織、交通安全協
会等の協力を得て
避難誘導を行う。 

・防災行政無線や村
広報車にて避難誘導
をしている。 
・消防団や自主防災
組織の力も借りて避
難誘導体制を整えて
いる。 

防災行政無線
や電話による個
別連絡を実施し
ている。 

  ○避難誘導は、市職員、警察、水防団（消防団）、自主防
災組織が実施している。 
また、防災行政無線や広報車を活用した避難誘導も実施
している。 

自治会と民生委員等
による要支援者の支
援体制。 

村が住民数に対し比
較的広域なため、す
べてを網羅すること
は困難である。 

被災時に迅速かつ円滑
に実施できるよう平時
の訓練を実施する必要
がある。 

 

特になし 職員、消防団、自主
防災会が避難誘導を
行うことになるが、要
援護者への対応方法
など連携体制に課題
がある。 

 

高齢者や山間
部の住民の避
難体制。 

  ●避難誘導のための準備・訓練や連絡体制の整
備、拡充が必要となる。 

K 
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①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項  目 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

平時からの住

民 等 へ の 周

知・教育・訓練 

現状 

・市及び各自主防災会が
実施する防災訓練。 
・防災出前講座による住
民への周知。 

・毎年１回、避難所ごとに
避難所開設訓練を実施。 
・避難所運営リーダー養
成講習会を開催（毎年）。 
・山梨県及び市町村、山
梨大学と連携し、「甲斐の
国・防災リーダー養成講
座」を実施。 

・大月市総合防災訓練を
実施し、各自主防災会の
活動を促進している（毎
年）。 
・地域防災リーダー養成講
習会を開催（毎年）。 
・緊急地震速報訓練とシェ
イ ク ア ウ ト 訓 練 を 計 画
（H.29.7.5 緊急地震速報訓
練の中止に伴い中止とな
った）。 
・山梨県及び市町村、山梨
大学と連携し、「甲斐の
国・防災リーダー養成講
座」を実施。 
・出前講座の実施。 

・総合防災訓練において、住
民主体の避難所設置運営訓
練を実施。 
・総合防災訓練時に有識者を
招いて防災講演会を実施。 
・県主催の防災リーダー養成
講座に地区会長が参加。 
・広報や音声告知端末によ
り、家庭内備蓄や登録制メー
ルの呼びかけを実施。 

防災訓練を実施し、住
民の意識啓発を行っ
ている。 

自主防災組織向けの
研修会等の実施。 

・防災業務に従事する職員及び
一般住民等に対して、防災知識
の普及を図る。 
・防災訓練を行い、洪水・土砂災
害の前兆現象の際には情報提
供を行うように指導している。 
・広報を活用し、防災に係る情報
の提供を年２～３回程度行って
いる。 

・防災講演会の開催。 
・防災訓練の実施。 
・広報で毎月シリーズ
防災として周知啓発。 
・自主防災組織単位に
よる防災マップ作り。 

課題 

・自治会未加入世帯に対
する周知。 
・ハザードマップ等の防災
情報が十分に認知されて
いない懸念がある。 

訓練内容の工夫及び防
災意識向上のための啓
発活動を継続的に実施す
る必要がある。 

・「自助」「共助」の意識が
住民に浸透していない。 
・避難の流れが周知でき
ていない 
・備蓄の意識が浸透して
いない。 

定期的なハザードマップ利用
に関する周知が必要。 

昨年の熊本地震、今
年の九州北部豪雨を
受け、より実践的な防
災訓練を行っていく必
要がある。 

 

特になし 一時避難場所や災害の危険箇
所について、ハザードマップ等を
配布し、周知を行っているが、住
民の周知を徹底する必要があ
る。 

自助・共助の意識の向
上。 

 

②水防に関する事項 

項  目 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

河川水位等に

係る情報の提

供 

現状 

・ＣＡＴＶ富士五湖のデー
タ放送による雨量・水位
情報の提供 
・山梨県から雨量・水位情
報の提供を受けている。 

・水防本部より水防団に
連絡。 
・防災行政無線、防災つ
るメールなど。 

山梨県雨量・水位情報シ
ステムにより、管理してい
る「葛野川畑倉」「桂川強
瀬」「笹子川花咲」の 3 つ
の水位局のみ富士・東部
建設事務所からの「雨量・
水位・土砂災害警戒情報
等確認表」（FAX）により、
情報を受けている。 

・山梨県雨量・水位情報シス
テムでの確認と「雨量・水位・
土砂災害警戒情報等確認表」
により情報収集し、必要に応
じて注意喚起等を行う。 

・水防本部より水防団
に連絡。 
・連絡方法は、防災行
政無線。 

 山梨県から雨量・水位情報の提
供を受けている。 

職員や消防団による巡
視又は監視カメラ等で
得た情報について、防
災行政無線にて周知。

課題 

過去の災害が少なく住民
の河川水位等に関する情
報への意識が低いため、
啓蒙活動等が必要であ
る。 

消防団との連携を強化し
ていく必要がある。 

上記以外では、状況が把
握できていない。 

洪水浸水想定区域がないた
め、周知対象地域が明確に
なっていない。 

特になし  住民に対して、雨量・水位情報を
提供する仕組みを検討する必要
がある。 

ＣＡＴＶデータ放送に加
入予定で あ り 、 今後
は、水位情報を可視化
して提供することを検
討する必要がある。 

河川の巡視 

現状 

状況により職員及び消防
団が実施している。 

水防管理者は随時区域
内河川等を巡視し（消防
団へも巡視依頼）、水防
上危険であると認められ
る箇所があるときは、富
士・東部建設事務所、警
察署等に連絡して必要な
措置を求める。 

・消防署が、巡視している。
・巡視区間は、消防署にて
選定している。 

消防署、消防団が区域を巡視
している。 

常時河川堤防その他
水防に関係のある工
作物等を監視する。 
※水防団の受け持ち
区間などの記載なし。

 職員及び消防団によるパトロー
ルを実施している。 

職員や消防団による巡
視又は監視カメラで確
認。 

 

課題 

危険箇所の特定ができて
いない。 

 

市職員だけでは巡視しき
れないため、消防団に依
頼している。 

特になし ・消防団との連携。 
・管轄区域の配備体制の整
備。 

特になし  特になし 巡視するポイントが必
要（河川の流量は巡視
した人によって危険の
感じ方がさまざま）。 

1-5



①情報伝達、避難計画等に関する事項 

忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 現状・課題 

・災害等に係る情報
をＨＰに掲載し、防災
知識の普及・教育を
図る。 
・総合防災訓練にお
いて、住民主体の避
難所設置運営訓練を
実施。 

・災害に際し、住民自らが主
体的に判断し、行動できるこ
とが重要なため、防災知識
の普及・教育を図る。 
・関係機関等と合同で行う
「総合防災訓練」のほか、
「非常通信訓練」「避難訓
練」「防疫訓練」「消防訓練」
「水防訓練」など、災害発生
時等に効果的な防災活動が
実施できるよう各種訓練を
実施。 

村職員及び一般住民
等の資質を高めるた
め、また、災害に際し
ては、住民自らが主体
的に判断し、行動でき
ることが重要であるこ
とから、毎年、広報誌
での周知を図ると共
に、防災訓練を実施し
ている。 

毎年 1 回総合防
災訓練を実施し
ている。 

防災訓練を実
施し、住民の
意識啓発を行
っている。 

防災訓練を実施
し、住民の意識
啓発を行ってい
る。 

・総合河川情報システム
（ＨＰ）にて、雨量・水位情
報を公開している。 
・ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放
送により雨量、水位情報を
公開している。 
・「水防対策ルーム」を県庁
見学ルートに入れ、見学者
に設備の紹介と水防災教
育を実施している。 
・県内小学生を対象にハザ
ードマップ等を活用した防
災教育を実施している。 

出前講座による防災
気 象 情 報 の 普 及 啓
発。 

○土砂災害ハザードマップ等の防災情報の配布、防災
訓練などを実施し、住民の意識啓発を行っている。 
 
○災害等に係る情報をＨＰに掲載している。 

防災訓練での参加者
数が低いので、防災
意識向上のための啓
発活動を検討する必
要がある。 

近年の災害が少ないため
か、防災意識が浸透してい
ない。 

防災訓練での参加者
数が低いので、訓練内
容の工夫及び防災意
識向上のための啓発
活動を検討する必要が
ある。 

特になし 訓練等への参
加が難しい高
齢者への指導
方法。 

訓練等への参加
が難しい高齢者
への指導方法。 

公開されているシステム、
情報が十分に認知されて
いない。 
水防啓発活動への参加者
（対象者）が限定される。 

住民への防災気象情
報等の知識やそれに
基づく適切な取るべき
行動についての普及
啓発の進め方。 

●防災訓練の不参加者などに対し、災害危険箇
所やハザードマップ等の防災情報が十分に認知
されていない懸念がある。 

L 

●住民に危険性や切迫感を伝えられず、避難行
動に結びついていないことが懸念される。 M 

 

②水防に関する事項 

忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 現状・課題 

村職員、消防団による
水路の巡視活動を行
い、浸水の恐れがある
場合は村防災行政無
線、消防団車両等で住
民への周知を行う。 

・山梨県雨量・水位情報シ
ステムでの確認と「雨量・
水位・土砂災害警戒情報
等確認表」により情報収集
し、必要に応じて注意喚起
等を行う。 

村職員、水防団（消防
団）による水路の水位
を確認し、浸水の恐れ
がある場合は水路の
横断を通行止めにす
る。その際には村防災
行政無線等で住民へ
迂回路の周知を行う。 

HP で「山梨県総
合河川情報シス
テム」を周知。 

・職員や消防団
が水路の水位を
確認する。 
・通行止め等にな
った場合には村
防災行政無線等
で住民へ迂回路
の周知を行う。 

職員や 消防団
が水位等を確認
している。 

雨量、水位情報は、総合河川
情報システム（ＨＰ）、ＮＨＫ、Ｃ
ＡＴＶのデータ放送等により提
供している。 

 ○職員や水防団（消防団）が水位の確認を行っている。 
 
○ホームページ、防災行政無線、防災メール等により雨
量、水位及び気象情報を提供している。 

台風などの災害時に
パトロールを行うことは
職員、消防団の安全を
確保できない場合もあ
るので、監視カメラ等
の設備の導入を検討
する必要がある。 

洪水浸水想定区域がない
ため、周知対象地域が明
確になっていない。 

台風などの災害時にパ
トロールを行うことは職
員、水防団の安全を確
保できない場合もある
ので、監視カメラ等の
設備の導入を検討す
る。 

特になし 住民に対して、雨
量・水位情報を提
供する仕組みを
検討する必要が
ある。 

上記以外では、
状況が把握でき
ていない。 

 

公開されているシステム、情報
が十分に認知されていない。 

 ●豪雨時に職員や水防団が水位確認を行うに
は安全を確保できない懸念がある。そのため、
情報収集、情報伝達手段を検討する必要があ
る。 

N 

●自治体によっては、情報伝達手段が確立され
ていない。 O 

・巡視するポイントを一
覧にし、消防団等に配
布。 
・建設課と消防団によ
る二重チェックを行って
いる。 

大雨時など総務課、生活
産業課のパトロールにより
現状を把握している。 
状況に応じて、住民に周
知する。 

 消防団、町都市
整備課によりパ
トロールを行う。 

職員や消防団が
水路の水位を確
認する。 

職員や 消防団
が水位等を確認
している。 

出水時には、河川管理施設を
点検するため河川巡視を実
施。 

 ○自治体、水防団（消防団）などが巡視を行い、事務所
や警察に危険箇所を報告している。 

 

職員、水防団の安全確
保。 

 

特になし  特になし 巡視の際の安全
面。 

特になし 管理河川の全区間を巡視する
ことが困難。 

 ●水防団（消防団）等や巡視の人員が不足して
いる。 P 

●危険箇所の把握ができておらず、巡視するポ
イントが明確でない。危険箇所の共有が出来て
いない。 

Q 
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②水防に関する事項 

項  目 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

水防資機材の

整備状況 

現状 

・市内５箇所の備蓄倉庫

に、ショベル、土のう袋等

を整備している。 

・出水期には、土のうを相

当数整備。 

市内６箇所に水防倉庫を

設置。 

・市内１５箇所に備蓄倉庫

を設置し、備蓄品を管理。

・消防署にて、笹子、葛野

の２カ所に水防倉庫を設

置管理。 

市役所防災倉庫及び市役所

の出張所に土嚢や資機材を

整備している。 

・市内６箇所に水防倉

庫を整備。 

・資機材：丸太、空俵、

縄、蛇籠、鉄線、スコッ

プ、ツルハシ、鎌、鉈、

鋸、ペンチ、照明具 

 ・村内１４箇所に備蓄倉庫を設置

し、備蓄品を管理。 

・資機材：土嚢袋、発電機、毛布、

食料、スコップなど 

防災倉庫並びに各消

防団詰所にスコップ、

土嚢を整備 

課題 

水防専用の高機能な資

材準備、備蓄は行ってい

ない。 

 

市内６箇所に水防倉庫を

設置。 

・地域において、備蓄倉庫

の鍵の管理者の確認が必

要。 

・水防倉庫が老朽化してい

る。 

特になし 特になし  排水設備などの資機材は備蓄して

いないため、検討の必要がある。 

大規模な水害に対応

するための資機材の

不足。 

 

水防活動の担

い手不足 

現状 

消防団員が水防団を兼

務している。 

消防団に依頼している。 ・消防団が担当している。 

・消防団員も年々不足して

いる。 

・仕事等により、参集時に

いない団員も多い。 

消防団員が水防団を兼務し

ている。 

  

消防団員が水防団を

兼務している。 

  

消防団員が水防団

を兼務している。 

  

・消防団が水防団を兼務している。

・台風時には土嚢を作ることや、災

害危険箇所の警戒などを行ってい

る。 

 

消防団が兼務して行っ

ている。 

課題 

・団員対象者の減少。 

・消防防災活動等に追わ

れ、水防活動まで手が回

らない。 

特になし 団員の減少及び高齢化。 特になし 団員の減少及び高齢

化。 

特になし ・団員の減少及び高齢化。 

・村外勤務者が多いこと。 

特になし 

自治体庁舎、

災害拠点病院

等の水害時に

おける対応 

現状 

災害警戒・対策本部を本

庁舎２階に設置する。 

水害の想定なし。 災害対策本部を本庁舎に

設置する。 

水害本部もしくは災害対策

本部を本庁舎に設置する。 

災害対策本部を本庁

舎に設置する。 

 ・村立診療所は、被災時にあって医

療機能を維持するため、平時から

燃料の確保をはじめとしたライフラ

インの維持機能の整備、応急用医

療資材の備蓄、医療スタッフ等の

研修に努める。 

・村立診療所が被災その他の理由

により使用できない場合は、健康

班は、近隣の公的施設に安全性を

考慮して、避難場所、小中学校等

公共機関や、災害現場に救護所を

設置する。 

災害対策本部を役場

本庁舎に設置し、対応

している。 

課題 

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし  ・診療所が土砂災害警戒区域内

に含まれている。 

特になし 
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②水防に関する事項 

忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 現状・課題 

・防災倉庫並びに各

消防団詰所にスコッ

プ。毎年土嚢を整

備。 

・救助用ボート２艇

整備。 

防災倉庫並びに各消

防団詰所にスコップ

を役場防災倉庫に土

嚢を整備。 

資機材：スコップ、照明

器、土嚢 

防災倉庫内に水防

用資機材（スコッ

プ、照明、土嚢な

ど）を備蓄。 

・村内８か所に防災倉
庫を整備している。食
料、発電機、照明、毛
布等。 
・消防団詰所にスコッ
プ、土嚢等を整備して
いる。 

   ○土嚢袋やロープ、スコップ等を庁舎、水防倉庫などに備

蓄している。 

水害用の備蓄品が不

足している、備蓄倉

庫が必要。 

大きな水害がないた

め、現場でのノウハ

ウが不足している。

必要な資機材等の情

報収集・整備を行う

必要がある。 

大きな水害がないた

め、現場でのノウハウ

が不足している。必要

な資機材等の情報収

集・整備を行う必要が

ある。 

 

特になし 大きな水害がないた

め、いざというときに

使用できるか検討、

確認が必要。 

 

特になし 特になし  ●資機材の補充等が的確に行われていない懸念

がある。 

R 

消防団が兼務して行

っている。 

消防団が兼務して行

っている。 

水防団は消防団員が

兼任しているが、若年

層人口の減少等により

消防団員の団員確保

が年々困難になってき

ている。 

消防団員が水防団

を兼務している。 

消防団員が水防団を

兼務している。 

消防団員が水

防団を兼務して

いる。 

  ○消防団員が水防団を兼務している。 

団員の確保。 

 

特になし 団員の減少及び高齢

化。 

団員の減少及び高

齢化。 

団員の減少及び高齢

化。 

団員の高齢化。   ●水防団（消防団）が減少・高齢化等している。 

S 

・災害対策本部を設

置する。 

・水害に係る情報収

集やそれに伴う避難

所等の開設の指示等

を行う。 

 

水害の想定をしてい

ない。 

村役場は、災害情報等

を迅速に収集し、関係

機関・住民等へ的確に

伝達できるよう努める。 

水害想定区域外に

設置されている。 

災害対策本部を本庁

舎に設置する。 

災害対策本部

を本庁舎に設置

する。 

  ○災害対策本部を本庁舎に設置し、対応している。 

大規模な増水時は役

場庁舎が浸水する場

合がある。 

特になし 特になし 特になし 本庁舎、診療所が

土砂災害警戒区域

に指定されている。 

本庁舎の耐震

性が低いとされ

ているため、建

替えを検討して

いる。 

  ●自治体によっては、本庁舎、診療所が土砂災害

警戒区域に指定されている。また、大規模水害時に

浸水の恐れがある。 

T 

●本庁舎に非常用電源等の設備がない。 

 U 

●災害対策本部となっている本庁舎の耐震性に問

題がある。 V 
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③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項  目 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

排水施設、排

水資機材の操

作・運用 

現状 

特になし 特になし 地域の水利組合にて、対応

している。 

特になし ・排水施設なし。 

・資機材については、

市役所各庁舎で保管。

 特になし 特になし 

課題 

特になし 特になし 市で操作していないため、

地域の水利組合に任せてい

る状況。 

 

特になし 特になし  特になし 特になし 

洪水調節をす

る治水ダムの

現状 

現状 

 特になし 深城ダムでは、年度当初に

説明会を行い、毎年、情報

伝達訓練を実施している。 

深城ダム、相模ダムにつ

いては連絡体制を確認

するための洪水演習を

実施している。 

  特になし 特になし 

課題 

 特になし 特になし 特になし   特になし 特になし 

 

④河川管理施設の整備に関する事項 

項  目 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

堤防等河川管

理施設の整備

状況 

現状 

特になし 観測所がない河川があ

る。 

 

必要に応じて実施している。 神奈川県との県境なの

で、神奈川県企業庁との

連携がある。 

  洪水などの災害から守り、住民

が安心して生活できるようにす

るため、河川改修など適正な管

理を進めていくとともに、出水の

早期予知や災害時の状況把握

に必要な正確な情報を収集し、

住民へ迅速に連絡ができるよ

う、雨量観測所や水位観測所か

らの情報収集体制の確立、また

関係団体との連絡体制の確立

を図るものとする。 

特になし 

課題 

特になし 雨量観測所や水位観測

所からの情報収集体制

の確立、また関係団体と

の連絡体制の確立を図

る必要がある。 

予算不足のため、すべてに

対応できていない。 

 

特になし   特になし 特になし 
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③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 現状・課題 

消防団ポンプの活用  ・道路冠水時の排水

ポンプ（小型） １台 

・排水池 １４箇所 

特になし 村内に排水施設２か

所。 

排水施設なし 河口湖の洪水調整

を行うことを目的に

河口湖水門及びうそ

ぶき水門操作規則

に従い操作・運用を

行っている。 

 ○ほとんどの自治体が、排水施設、排水資機材を保有してい

ない。 

 

〇河口湖の洪水調整を行うことを目的に河口湖水門及びうそ

ぶき水門操作規則に従い操作・運用を行っている。 

雨水が一か所に流れ

るため、新たな隧道

の設置または調整池

の確保の検討が必

要。 

 雨水の最終処理施

設である排水池の適

正な維持管理を引き

続き行う。 

特になし 特になし 特になし 運用を行う職員の確

保、教育が必要であ

る。 

 ●集中豪雨による氾濫水を迅速に排水するため、排水

施設、排水資機材の整備、機材を扱う職員の確保、教

育が必要である。 
W 

東京電力の発電取水

用堰がある。 

  河口湖、本栖湖、西

湖に放水路が設置済

み。 

  深城ダム、相模ダム

については連絡体制

を確認するための洪

水演習を実施してい

る。 

 ○深城ダム、相模ダムについては、連絡体制を確認するため、

毎年、情報伝達訓練や洪水演習を実施している。 

 

○河口湖、本栖湖、西湖に放水路が設置済み。 

  

堰の調整   河川管理者、水利権

者との協議が必要に

なっている。 

  特になし  ●豪雨時の河口湖、本栖湖、西湖からの放流につい

て、河川管理者、水利権者との協議が必要である。 

 
X 

 

④河川管理施設の整備に関する事項 

忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 現状・課題 

氾濫や洪水被害を

防止するための河川

改修や堤防設置の

陳情活動の実施。 

必要に応じて実施。  特になし 本村中心を流れる小

菅川は必要があれば

修繕等を行っている。

また村の真ん中を通

るので日頃からパトロ

ール等の情報収集に

努めている。 

必要に応じて実施し

ている。 

 

洪水被害を防止する

ために河道拡幅等

の河川改修事業を

実施。 

 

 ○観測所が設置されていない河川がほとんどである。 

 

○河道の流下能力を確保するための整備を実施している。 

河川幅、堤防高の確

保。 

特になし  特になし 特になし 特になし 必要な堤防高、幅が

不足する箇所の整

備を着実に進めてい

く必要がある。 

 ●雨量観測所や水位観測所を設置し、情報収集体制

を確立する必要がある。 Y 

●必要な堤防高、幅が不足する箇所の整備を着実に

進めていく必要がある。 Z 
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別紙－2－① 

 

 

  

概ね 5 年で実施する取組（実施済を含む） 



○概ね 5年で実施する取組（実施済を含む）                            
具体的な取組の柱 

主な内容 課題 
目標 

時期 

実施する機関 

 事    項 富
士
吉
田
市 

都
留
市 

大
月
市 

上
野
原
市 

甲
州
市 

身
延
町 

道
志
村 

西
桂
町 

忍
野
村 

山
中
湖
村 

鳴
沢
村 

富
士
河
口
湖
町 

小
菅
村 

丹
波
山
村 

山
梨
県 

気
象
庁 

 
具体的取組 

1）ハード対策の主な取組 

 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

 
①流下能力向上対策、浸透・侵食対策としての築堤・

護岸の整備 

・流下能力対策 Z 引き続き実施                   ▲  

・浸食洗堀対策 Z 引き続き実施                   ▲  

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 

 

①防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布、防災

無線テレフォンサービスの導入 

・防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布、防災
行政無線テレフォンサービスの導入、デジタル化、難
聴地区の解消等 

J 引き続き順次実施 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ―  

②洪水時および土砂災害時の庁舎等、災害対応を継

続するための施設の機能確保や対策の充実 

・洪水時および土砂災害時の庁舎等の機能確保のた

めの対策 
T,U,V 引き続き順次実施 ●  ● ●   ●   ● ○   ●     

③水防活動を支援するための新素材・新技術等を含
めた水防資機材等の配備 
・大規模水害・土砂災害に備えた水防資機材の拡
充、整備。 
・資材の搬出入やヘリコプターの離発着のための河
川防災ステーション等、防災スペースの整備 

・水防活動を支援するための新素材・新技術等を含

めた水防資機材等の配備 

・大規模水害・土砂災害に備えた水防資機材の拡

充、整備。 

・防災ステーション等、防災スペースの整備 

R 引き続き順次実施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  

④水防団の円滑な水防活動を支援するための簡易
水位計（危機管理型水位計）や量水標、CCTV カメラ
等の設置 

④水防団の円滑な水防活動を支援するための簡易
水位計（危機管理型水位計）や量水標、CCTV カメラ
等の設置 

C,E,N,Y H33 年度 ― ― ― ― ― ― ― ▲ ○ ― ○ ― ○ ― ▲  

⑤水門の改修（機能保全） ・水門の改修（機能保全） W H33 年度                    ○  

⑥避難場所の災害種別の表示の整備 ・避難場所の災害種別の表示の整備 H 引き続き順次実施 ○ ● ● ○ ● ― ○ ● ○ ○ ○ ● 〇 ○ ―  

⑦総合土砂管理計画の策定 総合土砂管理計画の策定 B H33 年度                    ○  

2）ソフト対策の主な取組  (1)逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 

■情報伝達、避難計画等に関する取組 

 
①住民の避難行動、迅速な水防活動を支援するため
の水位計やライブカメラのリアルタイムの情報提供 

・洪水予報等の情報発信（洪水予報等）の実施 
・水位計の情報やライブカメラの映像をリアルタイムで
提供 

C,E,I,M H33 年度 ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ● ― ― ▲  

 ②河川管理者から自治体への情報提供の充実を図
るため、避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タ
イムラインの作成及び訓練 

・チェックリスト・タイムラインの作成及び支援 D H33 年度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 ― ― ― ― 〇

 
・チェックリスト・タイムラインを活用した訓練・見直

し及び支援 
D H33 年度 ― ― ― ― ○ ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ―  

 
③タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓

練の実施 
・ロールプレイング等の実践的な訓練を実施 K H33 年度 ○ ― ― ― ○ ○ 〇 ― ― ○ ― ― ― ― ―  

 
④気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報

級の可能性の提供」を実施 

・警報等における危険度の色分け表示 
・「警報級の現象になる可能性」の情報提供 
・メッシュ情報の充実化 

M 引き続き実施                      ●

 ⑤広域避難に関する調整、避難経路の検討 ・広域避難に関する調整、避難経路の検討 B,G,T H33 年度 ― ― 〇 〇 ○  ― ○ 〇 ― ― ― 〇 ― 〇  

 
⑥PC、スマートフォン、SNS 等を利用した防災・気

象情報の配信 

・PC,スマートフォン等で河川画像を配信、SNS を利

用した防災・気象情報の配信 
I,O H33 年度 ○ ● ― ● ○ ● ○ ○ ● ● ― ○ ● ○ ● ●

 ⑦洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習 N,O H33 年度 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ○ ― ― ― ― ― ●  

 
⑧要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練

の促進 

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練

の促進 
F H33 年度 ○ 〇 〇 ○ ○  〇 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ―  

 ⑨避難情報に関する意見交換会の実施 ・避難情報に関する意見交換会 H 順次実施 ○ ― ― ― ▲ ― 〇 ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―  

  ⑩水位周知河川の検討や水害の危険性を周知す
る河川の選定 

・洪水予報河川、水位周知河川の検討 A H33 年度 ― ― ― ― ―  ― ― ― ―  ― ― ― 〇  

  ・水害の危険性を周知する河川の選定 A H33 年度 ― ― ― ― ―  ― ― ― ―  ― ― ― 〇  

○：実施予定 ▲：実施中 ●：実施済み ―：予定無し ：該当なし・対象なし
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具体的な取組の柱 

主な内容 課題 
目標 

時期 

実施する機関 

 事    項 富
士
吉
田
市 

都
留
市 

大
月
市 

上
野
原
市 

甲
州
市 

身
延
町 

道
志
村 

西
桂
町 

忍
野
村 

山
中
湖
村 

鳴
沢
村 

富
士
河
口
湖
町 

小
菅
村 

丹
波
山
村 

山
梨
県 

気
象
庁 

 
具体的取組 

２）ソフト対策の主な取組  (1)逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

 ■防災教育や防災知識の普及 

 
  

①災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設

置 

・ハザードマップの見方などの災害の事前準備に

関する問い合わせ窓口の設置 
H,K 引き続き実施 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ―  

②水防災意識社会の再構築のための説明会・講

習会の開催 

・水防災意識社会の再構築のための説明会・講習

会の開催 
L,M H33 年度 ― ○ ― ― ― ― ― ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ○

③教員を対象とした講習会の実施 
・授業を実施する前に担当教員にも水災害の知識

を身につけていただくための講習会を実施 
L,M H33 年度 ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ○

④小学生を対象とした水防災教育の実施 
・小学校の総合学習授業の中で、水防災教育の取

組の実施 
L,M H33 年度 ○ ● ― ― ○ ― 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ● ○

⑤出前講座等の講習会の実施 
・出前講座等の要望があれば積極的に参加し、防

災知識の普及啓発活動等の支援を実施 
L,M 引き続き順次実施 ● ● ● ○ ● ― 〇 ○ ― ○ ○ ● ○ ○ ● ○

⑥避難を促す緊急行動トップセミナーの開催 ・緊急行動トップセミナーの開催 L,M 順次実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⑦想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸

水シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公

表 

・想定最大規模洪水も含めた浸水想定区域図、浸水

シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表 
A H33 年度                             〇  

⑧想定最大規模洪水や土砂災害を対象としたハ

ザードマップの作成・周知 

・想定最大規模洪水を対象としたハザードマップの

作成・周知 
H H33 年度 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇    

・土砂災害の発生を考慮したハザードマップの作

成・周知 
H 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

⑨共同点検の実施 ・共同点検の実施 Q H33 年度 ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ―  

２）ソフト対策の主な取組  (2)洪水氾濫被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組 

 ■水防活動の効率化及び水防体制の強化に向けた取組 

 

  

①消防団と兼任する水防団への連絡体制の確認

と伝達訓練の実施 

・無線やメールなどを活用した情報伝達手段の確保 

・情報伝達訓練等の実施 
K,O 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ―  

②消防団と兼任する水防団同士の連絡体制の確

保 
・近隣の水防団の連絡体制の確保 K,O 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ―  

③消防団と兼任する水防団や地域住民が参加す

る重要水防箇所等、危険箇所の共同点検 

・水防団や地域住民が参加する重要水防箇所等、

危険箇所の共同点検 
Q 引き続き順次実施 ― ● ● ― ○  ― ○ ― ○ ○ ○ ● ● ―  

④重要水防箇所の見直し ・重要水防箇所の見直し Q 順次実施 ○ ― ○ ― ―  ― ○ ― ○   ― ○ ― ○  

 

⑤関係機関が連携した水防訓練の実施 
・合同水防訓練や水防管理団体が行う訓練への

参加 
K 引き続き順次実施 ― ● ● ― ● ○ 〇 ○ ― ― ― ● ● ● ● 〇

⑥水防連絡部会等による水防団等との合同巡視

の実施 

・水防連絡部会等による水防団等との合同巡視の

実施 
K 引き続き順次実施 ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ―   ○ ● ○ ― ○

⑦水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。ま

た、水防協力団体の募集・指定の促進 

・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確

保。また、水防協力団体の募集・指定の促進 
S 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ―  

■市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する取組 

 
 

①自主防災会等の強化・育成及び水防活動への

参加を促進 

・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参

加を促進 
K,L 引き続き順次実施 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ― ― ○ ― ● ○

②業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 T,U,V 引き続き順次実施 ● ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ● ○ ― ● ○ ○ ●  

 

■排水活動及び施設運用の強化に関する取組 

  ①水門の操作訓練の実施 水門の操作確認、訓練の実施 
 

引き続き実施                             ●  
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概ね 5年で実施する取組（実施済を含む） 



○概ね５年で実施する取組（実施済を含む） 

項
目 

事
項 

具体的取組 課題 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

１）ハード対策の主な取組 

  

■洪水を河川内で安全に流す対策 

  
①流下能力向上対策、浸透・侵食

対策としての築堤・護岸の整備 
Z                 

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 

  

①防災行政無線の改良、防災ラジ

オ等の配布、防災無線テレフォン

サービスの導入 

J 

・防災行政無線の新し

いシステムの導入、お

よび一部への個別受

信機設置予定。 

【H32 年度までに実施】 

・防災行政無線の

デジタル化を実施

予定。 

【H32 年までに実

施】 

・防災行政無線のメ―

ル・HP・福祉 FAX 等の

一斉情報配信及び自

動音声ダイヤルを実

施。 

【継続】 

・防災行政無線のデ

ジタル化および音声

告知端末、HP、メー

ル、SNS 等が連動し

た情報提供を実施。 

【継続】 

・防災行政無線

のデジタル化を

実施。 

【継続】 

・防災行政無線のデ

ジタル化を実施。 

・屋内でも放送が聞

こえるよう戸別受信

機を全戸配布してい

る。 

【継続】 

・防災行政無線のデジタ

ル化、および難聴地域

への子局の増設を行っ

ている。 

【H31 年度拡充予定】 

・防災行政無線を導入

済。 

・屋内でも放送が聞こ

えるよう戸別受信機を

全戸配布している。 

【継続】 

②洪水時および土砂災害時の庁

舎等、災害対応を継続するための

施設の機能確保や対策の充実 

T,U,V 

・防災拠点となる庁舎

の非常用電源設備の

耐水対策を実施済。ま

た、庁舎は土砂災害警

戒区域外に位置してい

る。 

・防災拠点となる

庁舎は浸水が想

定される場所に

位置していない。

また、庁舎は土砂

災害警戒区域外

に位置しているた

め対象外とする。

・防災拠点となる庁舎

の耐水対策を実施

済。 

・本庁舎が土砂災害警

戒区域内に位置して

いるため、本庁舎が被

災した場合には、土砂

災害警戒区域外にあ

る花咲庁舎に防災拠

点を移すことになって

いる。 

・防災拠点となる庁

舎は浸水が想定され

る場所に位置してい

ない。また、庁舎は

土砂災害警戒区域

外に位置しているた

め対象外とする。 

・機能不全となったと

きのために代替施設

を用意している。 

・防災拠点とな

る庁舎の非常用

電源設備は最

上階に設置して

いる。また、庁

舎は土砂災害

警戒区域外に

位置している。 

・防災拠点となる庁舎

が相模川・多摩川流

域内にはないが、富

士川流域の浸水想定

区域内に位置してい

るため、庁舎が被災し

た場合には、浸水区

域外の支所へ防災拠

点を移転する検討をし

ている。 

・防災拠点となる庁舎は
浸水が想定される場所に
位置していない。 
・防災拠点となる役場の
一部が土砂災害警戒区
域内に位置しているた
め、それらが被災した場
合には、防災拠点は土砂
災害警戒区域外に位置
する他の防災拠点に移
すことになっている。 

・防災拠点となる庁舎

は浸水が想定される

場所に位置していな

い。また、庁舎は土砂

災害警戒区域外に位

置しているため対象外

とする。 

③水防活動を支援するための新

素材・新技術等を含めた水防資機

材等の配備 

・大規模水害・土砂災害に備えた

水防資機材の拡充 

・資材の搬出入やヘリコプターの

離発着のための河川防災ステー

ション等、防災スペースの整備 

R 

・経年劣化した資機材

の入替を行う。 

【継続】 

・経年劣化した資

機材の入替を行

う。 

【継続】 

・経年劣化した資機材

の入替を行う。 

【継続】 

・ヘリポートを整備済

（笹子河川公園）。 

・経年劣化した資機

材の入替を行う。 

【継続】 

・ヘリポートを整備

済。 

・経年劣化した

資機材の入替を

行う。 

【継続】 

・ヘリポートを整

備済。 

・流域内の宅地が 2

軒であるため、富士

川流域の備蓄資機

材を用い対応する。 

富士川流域の備蓄

資材については、経

年劣化したものの入

替を行う。 

【継続】 

・経年劣化した資機材の
入替、および水害に備え
た水防資機材を整備す
る。 
【H31 年度実施予定】 
・ヘリポート（大室指ヘリ
ポート）及びヘリ離発着
用のスペース（道志村グ
ラウンド等、他 4 箇所）を
整備済。 

・経年劣化した資機材

の入替を行う。 

【継続】 

④水防団の円滑な水防活動を支

援するための簡易水位計（危機管

理型水位計）や量水標、CCTV カ

メラ等の設置 

C,E,N,Y 

― ― ― ― ― ― ― ・雨量計や水位・雨量
等を監視できる監視カ
メラは必要箇所に順次
設置しており、今後も新
規箇所に設置予定。
【継続】 

⑤水門の改修（機能保全） W         

⑥避難場所の災害種別の表示の

整備 
H,I 

・避難所、避難場所へ
の災害種別を明示した
看板等の設置を検討。
（地震・火山災害の看
板は設置済。） 
【H33 年度までに実施】 

・避難所、避難場
所への災害種別
を明示した看板等
を設置済。今後、
必要に応じて設
置箇所の見直し
等を検討する。 
【継続】 

・避難所、避難場所へ
の災害種別を明示し
た看板等を設置済。今
後、必要に応じて設置
箇所の見直し等を検
討する。 
【継続】 

・避難所、避難場所
への災害種別を明示
した看板等の設置を
検討。 
【H33 年度までに実
施】 

・平成 28 年度に
市内 16 箇所、
平成 29 年度に
市内 14 箇所の
公共施設案内
看板に「避難
地」、「避難所」
の表示済。 

― ・一時避難場所・避難所
の看板を整備している
が、災害種別の表示を
整備する。 
【H31 年度実施予定】 

・避難所、避難場所へ
の災害種別を明示し
た看板等を設置済。今
後、必要に応じて設置
箇所の見直し等を検
討する。 
【継続】 

⑦総合土砂管理計画の策定 B                 
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忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 

                

                

            

・流下能力対策、浸食洗掘対策を実施予定。 

河川整備延長 L=540m   

                

・防災行政無線を導入済。 

・屋内でも放送が聞こえるよう

戸別受信機を全戸配布してい

る。 

・テレフォンサービスを実施。

【継続】 

・防災行政無線を導入済。 

・屋内でも放送が聞こえるよう戸

別受信機を全戸配布している。 

【継続】 

・防災行政無線を導入済。 

・屋内でも放送が聞こえる

よう戸別受信機を全戸配布

している。 

【継続】 

・防災行政無線のデジタル化

を実施。 

・ケーブルテレビのデータ放

送により防災無線の発信。

【継続】 

防災行政無線のデジタル化を

実施。 

【継続】 

防災行政無線のデジタル化を

実施予定。 

【H32 年度までに実施】 

―   

防災拠点となる庁舎の非常

用電源設備およびサーバー

は 2 階に設置している。また、

庁舎は土砂災害警戒区域外

に位置している。 

・防災拠点となる庁舎は浸水が

想定される場所に位置していな

い。 

・防災拠点となる役場庁舎が土

砂災害警戒区域内に位置して

いるため、被災した場合には、

防災拠点は土砂災害警戒区域

外に位置する他の防災拠点に

移すことになっている。 

防災拠点となる庁舎は浸水

が想定される場所に位置し

ていない。また、庁舎は土

砂災害警戒区域外に位置

しているため対象外とす

る。 

防災拠点となる庁舎は浸水

が想定される場所に位置して

いない。また、庁舎は土砂災

害警戒区域外に位置している

ため対象外とする。 

・防災拠点となる庁舎は浸水

が想定される場所に位置して

いない。 

・庁舎が土砂災害警戒区域内

に位置しているため、庁舎が

被災した場合には、土砂災害

警戒区域外にある道の駅等

（他3箇所）に防災拠点を移す

ことになっている。 

防災拠点となる庁舎は浸水

が想定される場所に位置して

いない。また、庁舎は土砂災

害警戒区域外に位置している

ため対象外とする。 

防災拠点となる庁舎は浸水が想定される場

所に位置していない。また、庁舎は土砂災

害警戒区域外に位置しているため対象外と

する。 

  

・経年劣化した資機材の入替

を行う。 

【継続】 

・ヘリポートを整備済。 

・経年劣化した資機材の入替を

行う。 

【継続】 

・ヘリポートを整備済。 

・経年劣化した資機材の入

替、および土砂災害に備え

た水防資機材を拡充してい

く。 

【H33 年度までに実施】 

・経年劣化した資機材の入替

を行う。 

【継続】 

・経年劣化した資機材の入

替、および水害に備えた資機

材を整備する。 

【H33 年度までに実施】 

・ヘリポートを整備済。 

・経年劣化した資機材の入

替、および水害に備えた資機

材を整備する。 

【H33 年度までに実施】 

・ヘリポートを整備済。 

・水防資機材の補充計画を立て、計画的な

補充を引続き行っていく。 

・都留市法能、大月市大月町花咲、富士吉

田市上吉田に水防倉庫があり、水防活動で

必要な緊急用資機材の備蓄を行っている。 

  

水位・雨量等を監視できる監

視カメラ等の機器導入の検討

を行う。 

【平成 33 年度までに実施】 

― 水路の水位や雨量等を監

視できる監視カメラ等の機

器導入の検討を行う。 

【平成 33 年度までに実施】 

― ・村内氾濫の危険性のある河

川に水位計、または監視カメ

ラを設置予定。 

【H33 年度までに実施】 

― ・雨量、水位情報は、総合河川情報システ

ム（ＨＰ）、ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放送等によ

り提供しており、観測所の拡大、利用促進を

実施。 

【継続】 

・洪水に特化した低コストの水位計を設置

し、近隣住民の避難を支援。 

【平成 32 年度までに実施】 

  

  
  

  
      

長寿命化計画に基づき点検を行う。機能不全
の場合には改修を行う。 
【平成 33 年度までに実施】 

  

避難所、避難場所への災害

種別を明示した看板等の設

置を検討。 

【H33 年度までに実施】 

避難所、避難場所への災害種

別を明示した看板等の設置を検

討。 

【H33 年度までに実施】 

避難所、避難場所への災

害種別を明示した看板等

の設置を検討。また、村広

報誌、HP 等、周知方法を

検討する。 

【H33 年度までに実施】 

避難所、避難場所への災害

種別を明示した看板等を設置

済。今後、必要に応じて設置

箇所の見直し等を検討する。 

【継続】 

・避難所、避難場所への災害

種別を明示した看板等の設置

を検討。 

【H33 年度までに実施】 

避難所、避難場所への災害

種別を明示した看板等の設

置を検討。また、村広報誌、

HP 等、周知方法を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

― 

  

  

  

    

    

総合土砂管理計画を策定済みであるが、浸食
対策の実施状況や土砂移動等のモニタリング
の実施しながら、必要に応じて見直しを検討す
る。【平成 33 年度までに実施】 
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項
目 

事
項 

具体的取組 課題 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

２）ソフト対策の主な取組  (1)逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組 

  

■情報伝達、避難計画等に関する取組 

  

①住民の避難行動、迅速な水防活動を

支援するための水位計やライブカメラのリ

アルタイムの情報提供 

C,E,I,M 

― ― ― ― ― ― ― ・雨量情報は、今後ＨＰや
CATV データ放送などで
周知することを検討して
いる。 
・水位情報は、今後、監
視カメラの映像をＨＰ又
はＣＡＴＶで公開できるよ
うに検討している。 
【H33 年度までに実施】 

②河川管理者から自治体への情報提供

の充実を図るため、避難勧告の発令に着

目したチェックリスト・タイムラインの作成

及び訓練 

D 

・土砂災害に対するタ

イムライン作成に向け

て検討していく。 

【H33 年度までに実施】 

・洪水及び土砂災

害に対するタイム

ライン作成に向け

て検討していく。 

【H33 年度までに

実施】 

・洪水及び土砂災害

に対するタイムライ

ン作成に向けて検討

していく。 

【H33 年度までに実

施】 

・洪水及び土砂災害

に対するタイムライン

作成に向けて検討し

ていく。 

【H33 年度までに実

施】 

・土砂災害に対するタイ

ムライン作成に向けて

検討していく。 

【H33 年度までに実施】

・土砂災害に対す

るタイムライン作成

に向けて検討して

いく。 

【H33 年度までに

実施】 

・洪水に対するタイムラ

インを作成し、チェックリ

ストとともに毎年確認・

更新をする。また、訓練

を行うことで、避難勧告

の発令がスムーズにい

くようにする。【H30 年度

実施予定】 

・土砂災害に対するタイ
ムライン作成中であり、
データ放送にて周知する
予定。 
【平成 30 年度実施予定】
・洪水に対するタイムライ
ン作成についても検討し
ていく。 
【H33 年度までに実施】 

③タイムラインに基づく首長等も参加した

実践的な訓練の実施 
K 

・タイムライン作成後の

実施を検討。 

【H33 年度までに実施】 

― ― ― ・タイムライン作成後の

実施を検討。 

【H33 年度までに実施】

・タイムライン作成

後の実施を検討。 

【H33 年度までに

実施】 

・タイムラインを作成

後、首長も含めた実践

的な訓練を実施予定。 

【H30 年度実施予定】 

・タイムライン作成後の実

施を検討。 

【H33 年度までに実施】 

④気象情報発信時の「危険度の色分け」

や「警報級の可能性の提供」を実施 
M 

                

⑤広域避難に関する調整、避難経路の

検討 
B,G,T 

― ― ・今後検討する。 

【H33 年度までに実

施】 

・今後検討する。 

【H33 年度までに実

施】 

・今後検討する。 

【H33 年度までに実施】

  ― ・今後検討する。 

【H33 年度までに実施】 

⑥PC、スマートフォン、SNS 等を利用した

防災・気象情報の配信 
I,O 

・スマートフォンのアプ
リを利用した防災情報
の導入を検討する。 
【H33 年度までに実施】 

・ホームページや
緊急速報エリアメ
ール等、SNS を活
用し、防災情報を
配信。 
【継続】 

― ・防災行政無線のデ
ジタル化工事に伴う、
ＨＰ、各種メール、ＳＮ
Ｓとの連動。 
【継続】 

・気象庁の防災情報提
供システム、県の総合
河川情報システムを活
用し、ＨＰにて配信して
いく。 
【H33 年度までに実施】

・災害時、町ホー
ムページを災害用
に切り替える。 
【継続】 

・ホームページや SNS
等を活用し、防災情報
を住民に向けて配信す
る体制を検討する。 
【H33 年度までに実施】

・ホームページや SNS 等
を活用し、防災情報を住
民に向けて配信する体制
を検討する。 
【H33 年度までに実施】 

⑦洪水対応情報伝達演習の実施 N,O 

― ― ― ― ― ― ・洪水対応情報伝達演

習を行い、関係機関と

の連携を強化する。 

【H31 年度実施予定】 

― 

⑧要配慮者利用施設の避難計画の作成

及び訓練の促進 
F 

・各施設ごとに該当す
る災害の種類について
の避難計画作成を検
討する。（地震・火山災
害については計画
済。） 
【H33 年度までに実施】 

・厚生労働省及び
国土交通省からの
通達や要領に基づ
き作成要請及び指
導を行う。 
【H33 年度までに
実施】 

・今後検討する。 
【H33 年度までに実
施】 

・厚生労働省及び国
土交通省からの通達
や要領に基づき作成
要請及び指導を行う。
【H33 年度までに実
施】 

・高齢者が多い地域の
ため、避難準備・高齢
者等避難開始の発令で
対応する。 
【継続】 

・流域内に要配慮
者利用施設がない
ため対象外とす
る。 

・地域防災計画の見直
しを行うとともに、福祉
センターなどのよう配慮
者利用施設との避難計
画などの策定支援を行
う。 
【H30 年度実施予定】 

・地域防災計画の見直し
を行うとともに、福祉セン
ターなどのよう配慮者利
用施設との避難計画など
の策定支援を行う。 
【H30 年度実施予定】 

⑨避難情報に関する意見交換会の実施 H 

・自主防災会会議及び
出前講座等を活用し、
意見交換を実施する。 
【H33 年度までに実施】 

― ― ― ・自主防災組織からの
情報を集約。 
【継続】 

― ・防災訓練、防災会議
などを活用し、意見交
換を実施する。 
【H30 年度実施予定】 

・防災訓練、防災会議な
どを活用し、意見交換を
実施する。 
【H33 年度実施予定】 

⑩水位周知河川の検討や水害の危険性

を周知する河川の選定 
A 

― ― ― ― ― ・流域内に河川が

ないため対象外と

する。 

― ― 
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― ― ― 県から収集した雨量、水位情

報を CATV データ放送により

提供している。 

【H29 年 10 月より実施】 

― ― ・雨量、水位情報は、総合河川情報シス

テム（ＨＰ）、ＮＨＫ、ＣＡＴＶのデータ放送

等により提供しており、観測所の拡大、

利用促進を実施。 

【継続】 

・洪水に特化した低コストの水位計を設

置し、近隣住民の避難を支援。【平成 32

年度までに実施】 

 

避難勧告等の発令判断基準

の整備を行い、洪水及び土砂

災害に対するタイムライン作

成を検討していく。 

【H33 年度までに実施】 

土砂災害に対するタイムライン作成

に向けて検討していく。 

【H33 年度までに実施】 

土砂災害に対するタイ

ムライン作成に向けて

検討していく。 

【H33 年度までに実施】 

― ― ― ― 気象情報に対する

防災行動との関連

整理について、流

域自治体のタイム

ライン作成に適宜

協力する。 

― タイムライン作成後の実施を検討。 

【H33 年度までに実施】 

― ― ― ― ―   

              平成 29 年度に実

施済み 

今後検討する。 

【H33 年度までに実施】 

― ― ― 避難経路の見直しを行う。 

【H33 年度までに実施】 

― 広域避難計画の支援 

【継続】 

  

緊急速報メールの活用し防災

情報を配信。 

【継続】 

ホームページや緊急速報エリアメー

ル等、SNS を活用し、防災情報を配

信。 

【継続】 

― 防災アプリを活用した防災情

報の配信を検討している。 

【H33 年度までに実施】 

「Yahoo! JAPAN 災害協定」を

締結し、インターネット上で防

災情報を配信。 

【継続】 

ホームページや SNS 等を活

用し、防災情報を住民に向け

て配信する体制を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

・総合河川情報システムによる雨量・水

位情報の提供（PC、スマートフォン等）

【継続】 

・データ放送による雨量・水位情報を提

供する放送局の拡大【継続】 

・「気象警報・注意報」「土砂災害警戒情

報」「地震情報」のメール配信【継続】 

・データ放送による雨量・水位情報を提

供する放送局の拡大【継続】 

実施済み 

連絡票を作成し、訓練の実施

を検討している。 

【H33 年度までに実施】 

― ― ― ― ― 洪水対応情報伝達演習の実施。 

【継続】   

カルテを作成しており、訓練

の実施を検討している。 

【H33 年度までに実施】 

要配慮者利用施設の担当課等と連

携して土砂災害に対した避難計画

を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

土砂災害に対する避難

計画を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

― 要配慮者利用施設の担当と

連携して実施予定。 

【H33 年度までに実施】 

要配慮者利用施設の担当と

連携して実施予定。 

【H33 年度までに実施】 

― 

  

防災訓練、防災会議などを活

用し、意見交換を実施する。 

【H33 年度までに実施】 

防災訓練、防災会議などを活用し、

意見交換を実施する。 

【H33 年度までに実施】 

― ― 地区会等で意見交換の実施

を図る。 

【継続】 

毎秋に行う防災訓練にて意見

交換会を実施予定。 

【H33 年度までに実施】 

― 

  

― ― 村内に河川がないため

対象外とする。 

― ― ― 水位周知河川の検討や水害の危険性を

周知する河川の選定を検討予定。 

【平成 30 年度検討】 
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項
目 

事
項 

具体的取組 課題 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

■防災教育や防災知識の普及 

 

①災害の事前準備に関する問い合わせ

窓口の設置 
H,K 

・防災に関する情報提供

については安全対策課

を窓口に設置。 

【継続】 

・総務課に問い合わせ

窓口を設置。 

【継続】 

・総務管理課に問い合

わせ窓口を設置。 

【継続】 

・土砂災害における窓

口は、警戒区域等の

指定に建設課、防災

対策に総務課を設置。

【継続】 

・庁内にて問い合わせ

窓口の設置を検討す

る。 

【H33年度までに実施】

・総務課に問い合わせ

窓口を設置。 

【継続】 

・防災に関する情報提

供については、総務課

を窓口に設置。 

・住宅の建設等におけ

る土砂災害ハザードマ

ップの周知は、建築担

当と連携を行ってい

る。 

【継続】 

・総務課防災担当に問

い合わせ窓口を設置。

【継続】 

②水防災意識社会の再構築のための説

明会・講習会の開催 
L,M 

― ・地区ごとに研修会を

予定している。 

【H33 年度までに実

施】 

― ― ― ― ― 毎年開催している「防

災連携会議」にて説明

会の実施を検討 

③教員を対象とした講習会の実施 L,M 

・各校の防災担当教員

の講習会を通じて水防

意識の向上を図る。 

【H33 年度までに実施】 

― ― ― ・実践的防災教育推進

事業を実施し、防災へ

の意識高揚を図る。 

【H33年度までに実施】

― ― 毎年開催している「防

災連携会議」にて説明

会の実施を検討 

④小学生を対象とした水防災教育の実施 L,M 

・地域の育成会活動など

を通じて水防教育の充

実を図る。 

【H33 年度までに実施】 

・子供への防災教育を

実施。 

【H29 年度から】 

― ― ・防災訓練への参加を

通じて防災教育の充

実を図る。 

【H33年度までに実施】

― ・小中学校を対象に防

災教育を行うとともに、

子ども達の引渡し訓練

などを実施する。 

【H30 年度実施予定】 

・主に土砂災害につい

て実施を検討。 

【H33 年度までに実

施】 

⑤出前講座等の講習会の実施 L,M 

・自治会の要請により出

前講座を実施している。 

【継続】 

・要望に応じて実施し

ている。 

【継続】 

・要望に応じて実施し

ている。 

【継続】 

・地区等の要望によ

り、出前講座を実施す

る。 

【H33 年度までに実

施】 

・地区公民館にて市民

を対象とした防災教育

を実施している。 

【継続】 

― ・自主防災会、小中学

校などの要望に応じ

て、災害危険箇所、災

害対応についての講

習会の実施を行う。 

【H31 年度実施予定】 

・主に土砂災害につい

て実施を検討。 

【H33 年度までに実

施】 

⑥避難を促す緊急行動トップセミナーの

開催 
L,M 

県がトップセミナーを開催

した場合には、参加を検

討する。 

【H33 年度までに実施】 

県がトップセミナーを開

催した場合には、参加

を検討する。 

【H33 年度までに実施】

県がトップセミナーを開

催した場合には、参加

を検討する。 

【H33 年度までに実施】

県がトップセミナーを開

催した場合には、参加

を検討する。 

【H33 年度までに実施】

県がトップセミナーを開

催した場合には、参加

を検討する。 

【H33 年度までに実施】

県がトップセミナーを開

催した場合には、参加

を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

県がトップセミナーを開

催した場合には、参加

を検討する。 

【H33 年度までに実施】

県がトップセミナーを開

催した場合には、参加

を検討する。 

【H33 年度までに実施】

⑦想定最大規模洪水も含めた浸水想定

区域図、浸水シミュレーション、家屋倒壊

等氾濫想定区域の公表 

A,H 

                

⑧想定最大規模洪水や土砂災害を対象

としたハザードマップの作成・周知 
A,H 

・土砂災害ハザードマッ

プを作成し、HP で公表し

ている。 

【継続】 

・洪水ハザードマップに

ついては、県の浸水想

定区域が公表された

後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマ

ップを作成し、HP で公

表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップ

については、県の浸水

想定区域が公表され

た後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマ

ップを作成し、HP で公

表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップ

については、県の浸水

想定区域が公表され

た後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマ

ップを作成し、HP で公

表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップ

については、県の浸水

想定区域が公表され

た後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマ

ップを作成し、HP で公

表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップ

については、県の浸水

想定区域が公表され

た後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマ

ップを作成し、HP で公

表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップ

については、流域内に

河川がないため対象

外とする。 

 

・土砂災害ハザードマ

ップを作成し、HP で公

表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップ

については、県の浸水

想定区域が公表され

た後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマ

ップを作成し、HP で公

表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップ

については、県の浸水

想定区域が公表され

た後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

⑨共同点検の実施 Q 

― ― ― ― ・地域住民と管内の点

検を検討。 

【H33年度までに実施】

― ― ― 
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・総務課に問い合わせ窓口を

設置。 

【継続】 

・総務課防災担当に問い合わ

せ窓口を設置。 

【継続】 

・総務課防災担当に問い合わ

せ窓口を設置。 

【継続】 

・地域防災課を問い合わせ窓

口に設置。 

【継続】 

・総務課防災担当に問い合わ

せ窓口を設置。 

【継続】 

・庁内にて問い合わせ窓口の

設置を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

―   

― ・主に土砂災害について実施を

検討。 

【H33 年度までに実施】 

・主に土砂災害について実施を

検討。 

【H33 年度までに実施】 

・必要に応じて実施を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・地区ごとに研修会を予定して

いる。 

【H33 年度までに実施】 

・地区ごとに研修会を予定して

いる。 

【H33 年度までに実施】 

― 
・市町村の要請により、水防災

意識の向上を図るための出前

講座を行う。 

・実施を検討している。 

【H33 年度までに実施】 

・主に土砂災害について実施を

検討。 

【H33 年度までに実施】 

・主に土砂災害について実施を

検討。 

【H33 年度までに実施】 

・必要に応じて実施を検討。 

【H33 年度までに実施】 

― ― ― ・教師が行う学校防災教育への

支援 

・実施を検討している。 

【H33 年度までに実施】 

・主に土砂災害について実施を

検討。 

【H33 年度までに実施】 

・主に土砂災害について実施を

検討。 

【H33 年度までに実施】 

・必要に応じて実施を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・実施を検討している。 

【H33 年度までに実施】 

― ・県内小学生を対象にハザード

マップ等を活用した防災教育の

実施 

【継続】 

・教師が行う学校防災教育への

支援及び小学生を対象とした出

前講座。 

― ・主に土砂災害について実施を

検討。 

【H33 年度までに実施】 

・主に土砂災害について実施を

検討。 

【H33 年度までに実施】 

・必要に応じて実施している。 

【継続】 

・要望があれば実施を検討す

る。 

【H33 年度までに実施】 

・今後検討する。 

【H33 年度までに実施】 

・県内小学生を対象にハザード

マップ等を活用した防災教育の

実施 

【継続】 

・出前講座による防災気象情報

の普及啓発 

・県がトップセミナーを開催した

場合には、参加を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

・県がトップセミナーを開催した

場合には、参加を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

・県がトップセミナーを開催した

場合には、参加を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

・県がトップセミナーを開催した

場合には、参加を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

・県がトップセミナーを開催した

場合には、参加を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

・県がトップセミナーを開催した

場合には、参加を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

・水害に関する防災トップセミナ

ーの開催を検討する。 

【H33 年度までに実施】 

  

            ・水防法で規定する水位周知

河川を指定した場合には、浸水

想定区域図の検討を進め、住

民に周知を図る。 

【平成 33 年度までに実施】 

  

・土砂災害ハザードマップを作

成し、HP で公表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップについて

は、県の浸水想定区域が公表

された後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマップを作

成し、HP で公表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップについて

は、県の浸水想定区域が公表

された後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマップを作

成し、HP で公表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップについて

は、村内に河川がないため対

象外とする。 

 

・土砂災害ハザードマップを作

成し、HP で公表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップについて

は、県の浸水想定区域が公表

された後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマップを作

成し、HP で公表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップについて

は、県の浸水想定区域が公表

された後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・土砂災害ハザードマップを作

成し、HP で公表している。 

【継続】 

・洪水ハザードマップについて

は、県の浸水想定区域が公表

された後、作成を検討。 

【H33 年度までに実施】 

・市町村が土砂災害ハザードマ

ップの見直し等を実施する場合

には支援する。 

【継続】 

 

  

― ・必要に応じて、実施を検討す

る。 

― ― ― ― ―   
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項
目 

事
項 

具体的取組 課題 富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 甲州市 身延町 道志村 西桂町 

２）ソフト対策の主な取組  (2)洪水氾濫被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動等の取組 

  

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に向けた取組 

  

①消防団と兼任する水防団への連絡

体制の確認と伝達訓練の実施 
K,O 

・常に傍受体制にあり、

２ヶ月に１回定期点検実

施。 

【継続】 

・毎年、年２回行う消

防団訓練にて実施。 

【継続】 

・消防署より、消防団

の各部へ訓練するよう

依頼している。 

・訓練については、各

部で実施。 

【継続】 

・定期的にある消防団

訓練にて実施。 

【継続】 

・定期的にある消防団

訓練にて実施。 

【継続】 

・定期的にある消防団

訓練にて実施。 

【継続】 

・防災訓練を通じて、

消防団の緊急招集訓

練などを行っている。 

【継続】 

・定期的にある消防団

訓練にて実施。 

【継続】 

②消防団と兼任する水防団同士の連

絡体制の確保 
K,O 

・簡易デジタル無線機を

配備し実施。 

【継続】 

・簡易デジタル無線

機を配備し実施。 

【継続】 

・簡易デジタル無線及

びトランシーバーを各

部へ配布し実施。 

【継続】 

・簡易デジタル無線機

を配備。また、メールで

の連絡体制を整備。 

【継続】 

・簡易デジタル無線機

を配備し実施。 

【継続】 

・防災行政無線および

消防団デジタル無線、

携帯電話メールを利用

した連絡体制を整備。 

【継続】 

・簡易デジタル無線機

を配備し実施。 

【継続】 

・携帯電話及び消防団

用メーリングシステム

にて実施。 

【継続】 

③消防団と兼任する水防団や地域住

民が参加する重要水防箇所等、危険

箇所の共同点検 

Q 

― ・毎年、水防団との

危険箇所の点検を

実施している。 

【継続】 

・消防団の各部が地域

住民と連携し実施。 

【継続】 

― ・地域住民と管内の点

検を検討。 

【H33 年度までに実施】

・流域内に重要水防箇

所等、危険箇所がない

ため対象外とする。 

― ・必要に応じて実施す

る。 

④重要水防箇所の見直し Q 

・危険度の高い箇所に

ついて見直しを今後検

討。 

【H33 年度までに実施】 

― ・必要に応じて実施。 ― ― ・流域内に重要水防箇

所がないため対象外と

する。 

― ・必要に応じて実施す

る。 

⑤関係機関が連携した水防訓練の実

施 
K 

― ・消防団は定期的に

訓練を実施。 

【継続】 

・消防団は定期的に訓

練を実施。 

【継続】 

― ・消防団については、

毎月定期的に機械器

具の点検を実施してい

る。 

【継続】 

・県主催の水防訓練に

参加予定。 

【H33 年度までに実施】 

・消防団による水防訓

練の実施を検討する。

【H31 年度実施予定】 

・消防団による水防訓

練の実施を検討する。

【H30～32 年度実施予

定】 

⑥水防連絡部会等による水防団等と

の合同巡視の実施 
K 

― ― ― ― ・関係団体と協議の中

で実施を検討。 

【H33 年度までに実施】

― ― ― 

⑦水防活動の担い手となる水防団（消

防団）員の確保。また、水防協力団体

の募集・指定の促進 

S 

・消防団員確保の促進

を図っている。 

【継続】 

・消防団員確保の促

進を図っている。 

【継続】 

・消防課にて広報及び

ＨＰで募集し、リーフレ

ット等を各部へ配布し

勧誘活動を依頼。 

【継続】 

・消防団として随時啓

発実施中。 

【継続】 

・市広報紙、HP にて募

集を行っている。 

【継続】 

・消防団員確保の促進

を図っている。 

【継続】 

・市広報紙、HP にて募

集を行っている。 

【継続】 

団員の確保は年々厳

しくなってきているが、

消防団幹部の勧誘に

より、定数は確保でき

ている。 

【継続】 

■市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する取組 

 

①自主防災会等の強化・育成及び水

防活動への参加を促進 
K,L 

・他の災害を含め出前

講座等で意識の高揚を

図る。 

【H33 年度までに実施】 

・自主防災会に対す

る訓練等を実施して

いる。 

【継続】 

・今後も継続して実

施。 

【継続】 

・HP、告知端末等で啓

発。説明会や出前講

座等も検討。 

【H33 年度までに実施】

・自主防災組織率１０

０％を目標に強化、育

成を行う。 

【H33 年度までに実施】

・充実を図る。 

【H33 年度までに実施】 

・自主防災組織の活動

支援のために、補助金

制度を作るなど、今後

も支援を検討する。 

【H33 年度までに実施】

・防災訓練等を通じ充

実を図る。 

【H33 年度までに実

施】 

②業務継続計画の策定 T,U,V 

・策定済。 ・地震編は策定済み

のため、災害編を準

じて策定。 

【H33 年度までに実

施】 

・策定予定。 

【H33 年度までに実施】

・策定予定。 

【H29 年度】 

・地震編は策定済みの

ため、災害編を準じて

策定。 

【H33 年度までに実施】

・策定予定。 

【H33 年度までに実施】 

・策定予定。 

【H30 年度】 

・策定予定。 

【H30 年度までに実

施】 

  

■排水活動及び施設運用の強化に関する取組 

  ①水門の操作訓練の実施 W     
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忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県 気象庁 

                

                

・定期的にある消防団訓練に

て実施。 

【継続】 

・定期的にある消防団訓練に

て実施。 

【継続】 

・デジタル簡易無線機やメー

ルでの伝達訓練を実施してい

る。 

【継続】 

・移動系防災無線による伝達

訓練を実施している。 

【継続】 

・定期的にある消防団訓練に

て実施。 

【継続】 

・定期的にある消防団訓練に

て実施。 

【継続】 

―   

・簡易デジタル無線機を配備

し実施。 

【継続】 

・移動系無線、防災行政無線

等で実施。 

【継続】 

・各分団の指揮班長から分団

員への連絡体制を整備。 

【継続】 

・メールでの情報伝達を実施

している。 

・消防団内での連絡体制が構

築されている。 

【継続】 

・簡易デジタル無線機を配備

し実施。 

【継続】 

・簡易デジタル無線機を配備

し実施。 

【継続】 

―   

― ・必要に応じて実施する。 ・必要に応じて実施する。 ・必要に応じて実施する。 ・定期的にある消防団訓練に

て実施。 

【継続】 

・消防団として定期的に実施

予定。 

【H33 年度までに実施】 

― 

  

― ・必要に応じて実施する。 ・村内に重要水防箇所がない

ため対象外とする。 

― ・消防団と連携して見直しを検

討。 

【H33 年度までに実施】 

― ・重要水防箇所の見直しを実

施。 

【継続】 

  

― ― ― ・県主催の水防訓練に参加。 

【H29 年度】 

・消防団は定期的に訓練を実

施。 

【継続】 

・消防団は定期的に訓練を実

施。 

【継続】 

・毎年、5 月の水防月間中に

水防訓練を実施。 

【継続】 

・関係機関と調整のうえ参

加。 

― ― ・村内に河川がないため対象

外とする。 

・必要に応じて実施する。 ・消防団の訓練の中で定期的

に実施。 

【継続】 

・消防団の訓練の中で実施予

定。 

【H33 年度までに実施】 

― ・関係機関と調整のうえ参

加。 

・消防団員確保の促進を図っ

ている。 

【継続】 

・消防団員確保の促進を図っ

ている。 

【継続】 

団員の確保は年々厳しくなっ

てきているが、消防団幹部の

勧誘により、定数は確保でき

ている。 

【継続】 

・消防団員確保の促進を図っ

ている。 

【継続】 

・村内の若手を中心に声か

け。 

【継続】 

・消防団員確保の促進を図っ

ている。 

【継続】 

―   

                

・自主防災会に対する訓練等

を実施している。 

【継続】 

・防災訓練等を通じ充実を図

る。 

【H33 年度までに実施】 

― ― ・要望に応じて検討する。 ― ・防災知識の普及啓発を推進

するために、地域防災リーダ

ー向け研修の支援 

【継続】 

・防災知識の普及啓発を推進

するために、地域防災リーダ

ー向け研修の支援。 

・策定済。 ・策定予定。 

【H33 年度までに実施】 

― ・策定予定。 

【平成 30 年度まで】 

・策定予定。 

【H29 年度】 

・策定予定。 

【H33 年度までに実施】 

・策定済。   

                

            

水門の操作確認や訓練を実

施する。 

【継続】 
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